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安全協定上の異常事象に該当しない軽微な事象

大飯発電所３号機の定期検査状況について

（燃料集合体下部ノズル部で発見された異物について）

4 月 20 日からの第 10 回定期検査において、漏えい燃料集合体の調査のため、燃料

集合体全数の水中カメラによる燃料集合体外観検査を行った結果、漏えい燃料集合体

以外の３体で、下部ノズル部に合計４個の異物が発見された。今後、異物を回収し、

調査を行う。                                        [平成 16年 5月 12日発表済]

異物の調査結果

○回収された異物は、薄板状の金属片 1 個と、線状の金属 3 本であった。

○外観観察、寸法測定、磁性の有無の確認等を行った結果、薄板状の金属は電気ドリ

ルで金属板の穴あけ加工時に発生する金属片と推定された。また、線状の金属 3 本

については、針金（1 本）およびステンレス製のナット廻り止めワイヤーの切断片（2
本）と推定された。これらは、いずれも作業にともなって発生する金属くずであっ

た。

○異物が発見された燃料集合体が原子炉に装荷された期間（過去 2 定検分）に、1 次冷

却系（1 次冷却系に直接つながる系統および原子炉キャビティ周辺を含む）で実施さ

れた作業 79 件について、今回発見された形状の金属くずが発生するかどうかを調査

した結果、原子炉キャビティ周辺で行われた工事 3 件で、その可能性があることが

分かった。

○以上のことから、原子炉格納容器内の原子炉キャビティ周辺での作業において発生

した金属くずが、原子炉キャビティ内に落下し、1 次冷却系に入り込んだものと推定

された。

※　原子炉キャビティ

原子炉容器の上方に設けているプールであり、燃料取り扱い時にはプール内部にほう酸水を

満たすことにより、必要な遮蔽が得られるようにする。

再発防止対策

○原子炉キャビティ周辺でのワイヤーの切断作業等、金属くずの発生する作業にあた

っては、従来から周囲の養生を行っているが、更に、切断箇所の周囲をポリシート

で覆う等の飛散防止対策を実施し、発生した金属くずを確実に回収する。

○原子炉キャビティ周囲の手すりに取り付けている養生板について、取り付け範囲を

広げて隙間を減らし、原子炉キャビティ内への微小な異物の落下防止強化を図る。






